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衆
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の
予
備
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使
用
及
び
臨
時
会
召
集
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
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す
る
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一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

「
令
和
四
年
度
一
般
会
計
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
原
油
価
格
・
物
価
高
騰
対
策
予
備
費
使
用
」
（
令
和
四
年

九
月
二
十
日
閣
議
決
定
）
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
再
び
拡
大
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
の
長
期
化
等

に
よ
り
原
油
価
格
や
物
価
が
高
騰
す
る
と
い
っ
た
令
和
四
年
度
予
算
の
編
成
時
点
に
お
い
て
は
予
見
し
難
か
っ
た
事
態
に
対

し
て
、
時
機
を
逸
す
る
こ
と
な
く
、
国
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
る
観
点
か
ら
必
要
な
施
策
に
係
る
予
算
の
不
足
に
緊
急
に
対

処
す
る
た
め
決
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
憲
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
「
予
見
し
難
い
予
算
の
不
足
」
に
該
当
す
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
臨
時
会
（
第
二
百
十
回
国
会
）
の
召
集
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
八
月
十
八
日
に
衆
議
院
及
び

参
議
院
か
ら
送
付
の
あ
っ
た
臨
時
国
会
召
集
要
求
書
を
受
け
、
内
閣
と
し
て
臨
時
会
で
審
議
す
べ
き
事
項
等
を
も
勘
案
し
て
、

臨
時
会
の
召
集
時
期
に
つ
い
て
与
党
と
も
相
談
し
な
が
ら
対
応
を
検
討
し
、
同
年
九
月
二
十
八
日
の
閣
議
に
お
い
て
、
同
年

十
月
三
日
に
臨
時
会
を
召
集
す
る
旨
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。 


